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３６

事業評価書（事前・事後）

平成１４年９月

評価対象 事務事業名 地域総合職業能力開発支援事業（ ）

担当部局・課 主管課 職業能力開発局能力開発課

関係課

１．事務事業の内容

( ) 関連する政策体系の施策目標1
番号

基本目標 ５ 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分

に発揮できるような環境を整備すること

施策目標 １ 雇用の安定・拡大を図るための職業能力開発の枠組みを構築するこ

と

Ⅳ 職業能力開発に必要な多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保を図

ること

( ) 事務事業の概要2
事業内容（新規・一部新規）

全国９ブロックにおいて、能力開発支援センター（注１）が存在する地域において

はその機能を活用し、能力開発支援センターが存在しない地域においては、地域職業

訓練センター（注２）等に、情報提供事業、相談援助事業、施設開放事業等を実施す

る能力開発支援センターの機能を付加する。なお、これらの事業を実施するに当たっ

ては、地域の民間教育訓練機関等からの情報提供、民間教育訓練機関の資源を活用し

た訓練コースの設定等の連携を図ることとしている。

さらに、 能力開発支援センター及び地域職業訓練センター等において、地域の高

校等と、対象者の把握、教師の派遣、事業の紹介等に関し連携を図り、高卒未就職者

への補習コースの実施、若年者へのキャリア・コンサルティングの実施、公共職業能

力開発施設の施設開放・職場作業の疑似体験に関する受付・調整等の地域の実情に対

応した総合的な若年者対策事業を実施する。

（注１）能力開発支援センター（全国２カ所）

雇用・能力開発機構が設置し、労働者に対して自発的な職業能力開発や地域職業能力開発に関する相談

援助、情報提供を行うとともに、民間教育訓練機関等を含めた地域に存在するあらゆる教育訓練資源の効

果的な活用により、地域における能力開発の振興を図る施設。

（注２）地域職業訓練センター（全国 カ所）82
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雇用・能力開発機構が設置し、地域の職業訓練法人等に運営を委託している施設。運営を委託された機

関は、地域のニーズに応じた職業訓練を実施するほか、訓練に支障のない範囲で各種講習・講座等も行う

ことができる。

予算額 （単位：百万円）

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５

( )646 126 424 298

( ) 問題分析3
①現状分析

技術革新の急速な進展、産業構造の変化に伴い、労働者に求められる職業能力が多

、 。 、様化かつ専門化しており 労働力需給における職業のミスマッチが生じている また

若年者については、若年無業者、離職者の増加に加え、失業や漫然とフリーターであ

る期間の長期化が、若年者の能力蓄積や就業意欲の向上のうえで問題となっている

②原因分析

①の背景としては、

・中小企業においては、技術革新の急速な進展、産業構造の変化に対応する能力開発

をノウハウ等の不足により自ら行うことができない。また、労働者が独自に能力開発

を行うに当たっても地域における教育訓練機関等の情報を得ることができない状況に

ある。

・若年者については （ⅰ）社会が複雑化し、職住分離した環境の中で職業意識や自、

分の適職イメージを描きにくくなっていること （ⅱ）厳しい学卒市場で自らの能力、

・適正に合致した就職先に遭遇する確率が低下していること （ⅲ）キャリア意識を、

滋養する職業訓練や就職に当たっての職業情報の提供、指導・助言等の機能の欠如、

（ⅳ）企業の即戦力志向が高まる中で職業能力が不足していること

がある

③問題点

①のような現状にあたり対応すべき問題点として、地域によっては、高校・大学等

の学校、専修学校等の民間教育訓練機関、公共職業能力開発施設による有機的な連携

体制を確立するための中核的機関が存在せず、高校等も含む各種教育訓練資源との連

携を図り、地域の実情に応じた能力開発を推進していくために必要な中核的機関が存

在しないことがある。

④事務事業の必要性

本事業において、 能力開発支援センター（同センターの機能を付与する施設を含

む）を地域の中核的機関として活用することにより、地域の教育訓練に関する情報提

供、相談援助、事業主・団体等との交流事業、地域の実情に対応した総合的な若年者

対策を実施し、効果的・効率的な能力開発を推進する必要がある。

( ) 事務事業の目標4
目標達成年度（又は政策効果発現時期） 平成１５年度
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アウトプット指標 Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 目標値基準値/
情報提供実績

相談援助実績

事業主等との交流実績

高卒未就職者への補習

訓練コース実施実績

（説明） （モニタリングの方法）

当該指標を確認することにより、地域 事業実施報告

での連携の状況の確認が可能

２．評 価

( ) 必要性1
その他公益性の有無（主に官民の役割分担の観点から） 有 無

（理由）

本事業は、民間教育訓練機関等と競合するものではなく、各地域の公的機関及び民

間機関で実施されている各種教育訓練・能力開発を有機的に連携させ、効率的な運用

を図るものであり、公益性を有するもの。

なお、本事業は公的機関・民間機関を問わず必要な情報提供等を実施するものであ

り、民間教育訓練機関の事業運営にも資するものであるといえる。

その他国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から） 有 無

（理由）

地域における多様な訓練ニーズへの対応は、特定の地域に偏ることがないよう、全

国的な規模での情報収集のうえ、全国的な視野に立った配慮をしつつ、国と地方の連

携体制を確立して実施していく必要がある。また、文部科学省との連携を必要とする

こと等にも鑑み、国で実施することが適当。

民営化や外部委託の可否 可 否

（理由）

本事業の実施主体となる地域職業訓練センター等については、国（雇用・能力開発

機構）が設置し、民間の職業法人等に運営を委託する公設民営化施設を活用するもの

である。

緊要性の有無 有 無

（理由）

、 、 、近年の急激な産業構造等の変化 厳しい雇用失業情勢等により 労働者の能力開発

特に高卒未就職者等の若年者を効果的・効率的に実施することは喫緊の課題である。

( ) 有効性2
政策効果が発現する経路

地域の民間教育訓練機関等の連携、地域の労働者、事業主等への情報提供事業、相
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談援助事業等を実施し、地域の労働者の能力開発を図る。

また、地域の若年者に対しても、地元の高校等と連携、高卒未就職者への補習コー

スの実施、キャリア・コンサルティング等の実施、若年者の意識形成、能力開発、就

職の促進を図る。

これまで達成された効果、今後見込まれる効果

技術革新の急速な進展、産業構造の変化に伴い、労働者に求められる職業能力が多

、 、 、様化かつ専門化している中で 能力開発支援センターの情報提供事業 相談援助事業

施設開放事業等の機能を付加された地域職業訓練センターを中心に、地域の教育訓練

資源の有効活用を図ることにより、地域における能力開発の機会を十分に確保するこ

とは、労働者が習得できる能力の幅のを広げ、職業のミスマッチの解消につながり、

ひいては、更なる雇用の安定・拡大につながるものである。

また、若年者については、若年者に多様な能力開発の機会を提供することは、若年

無業者、離職者の増加に歯止めをかけるとともに、失業や漫然とフリーターである期

間の長期化を防止し、若年者の能力蓄積や就業意欲の向上につながるものである。

政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項

なし

( ) 効率性3
手段の適正性

本事業は、労働者の自発的な能力開発に資するため、地域の教育訓練資源の効率的

な活用を図るものであるが、その手段については、国において新たに直接的な能力開

発事業を行うものではなく、ノウハウのある民間教育訓練機関及び既存の公設民営化

施設等を活用するものであり、その事業方法は効果的かつ効率的であり、手段として

適正である。

効果と費用との関係に関する分析

上記で記したとおり、本事業は民間機関及び公設民営化施設等を活用するものであ

り、国が直接労働者等に対し職業訓練を実施する場合に比し、より少ない経費で一定

の効果を得ることができるものと思料される。

他の類似施策（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無 有 無

（有の場合の整理の考え方）

( ) その他4
なし

３．特記事項
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①学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

なし

②各種政府決定との関係及び遵守状況

なし

③総務省による行政評価・監視等の状況

なし

④国会による決議等の状況（警告決議、付帯決議等）

なし

⑤会計検査院による指摘

なし


